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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の異なる医用画像撮影装置を用いて撮影した画像を画像データとして入力する入力
部と、前記入力した画像データに基づいて複数の画像を同一画面に表示させる画像表示部
と、を有する医用画像表示装置であって、
　前記画像表示部に表示した複数の表示画像のうち、個別の色調整を可能とする表示画像
を設定する色調整領域設定部と、前記個別の色調整を行なうための色調整手段と、を備え
ることを特徴とする医用画像表示装置。
【請求項２】
　前記入力部は、入力した画像データに対し該画像データに対応した医用画像撮影装置情
報を付加し、前記色調整領域設定部は、前記医用画像撮影装置情報と、各医用画像撮影装
置を用いて撮影した画像と該画像の個別の色調整の可否との関係を設定した医用撮影装置
表示色対応情報と、に基づいて前記設定を行うことを特徴とする請求項１に記載の医用画
像表示装置。
【請求項３】
　前記色調整手段による調整は、前記画像表示部に表示した同一の医用画像撮影装置で撮
影した異なる複数の画像に対しそれぞれ行なうことを特徴とする請求項１又は２に記載の
医用画像表示装置。
【請求項４】
　異なる種類の医用画像撮影装置で撮影した複数の画像を前記画像表示部に表示した際、
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前記色調整手段は、前記異なる種類の医用画像撮影装置で撮影した画像ごとに備えること
を特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載の医用画像表示装置。
【請求項５】
　前記画像表示部に表示した画像ごとに前記色調整手段による調整を解除する色調整解除
手段を備えることを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載の医用画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医用画像表示装置において、特に、複数種の医療画像撮影装置で撮影された
画像を同一の表示装置に表示する際の表示技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡の細い管を被検体の内部に差し入れた状態でX線診断装置により被検体を撮影し
てX線画像を得ることで、内視鏡の先端部が被検体の内部のどの位置にあるのかを把握す
ることができる。
【０００３】
　特許文献1には、これらX線画像、及び内視鏡画像を一つの画面上に、各々、大きさと位
置を変えて表示することで診断時の操作性の向上を図る内視鏡診断用X線テレビジョン装
置について開示されている。
【０００４】
　また、一般にX線画像は白黒及びその中間階調によるモノクロで表示され、内視鏡画像
はカラーで表示される。内視鏡画像に関しては操作者の要求に応じて色相を変えて表示す
ることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平2-68027号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら特許文献1では、X線画像、及び内視鏡画像を一つの画面上に表示した場合
、操作者の要求に応じて内視鏡画像のみの色相を変えて表示することは困難であった。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、異なる医用画像撮影装置を用いてそれぞれ取得した画像を同
一の画像表示装置に表示する際に、カラーで表示される画像のみに操作者の要求に応じて
色調整を行なうことが可能な医用画像表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明は以下の様に構成される。複数の異なる医用画像撮
影装置を用いて撮影した画像を画像データとして入力する入力部と、入力した画像データ
に基づいて複数の画像を同一画面に表示させる画像表示部と、複数の画像の表示レイアウ
トを調整するレイアウト調整部と、を有する医用画像表示装置であって、レイアウト調整
部によって表示レイアウトが調整され、画像表示部に表示した複数の表示画像のうち、個
別の色調整を可能とする表示画像を設定する色調整領域設定部と、個別の色調整を行なう
ための色調整手段と、を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、異なる医用画像撮影装置を用いてそれぞれ取得した画像を同一の画像
表示装置に表示する際に、カラーで表示される画像のみに操作者の要求に応じて色調整を
行なうことが可能な医用画像表示装置を提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の医用画像表示装置の概略構成を示す図。
【図２】本発明の医用画像表示装置のブロック図。
【図３】本発明の実施例を説明するために用いる対応表を示した図。
【図４】本発明の実施例における表示装置の画面表示例1を示す図。
【図５】本発明の実施例における表示装置の画面表示例2を示す図。
【図６】本発明の実施例における表示装置の画面表示例3を示す図。
【図７】本発明の実施例における表示装置の画面表示例4を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面に従って本発明の医用画像表示装置について詳説する。なお、発明の実
施形態を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰
り返しの説明は省略する。
【００１２】
　図1は、本発明の医用画像表示装置101の構成例を示す図である。
【００１３】
　本発明の医用画像表示装置101は、キャプチャー部102、画像メモリ部103、出力画像生
成部104、画像表示装置105、制御部106、記憶装置107、操作卓108によって構成される。
【００１４】
　医用画像表示装置101は、X線透視撮影装置109及び内視鏡110が取得したX線画像、及び
内視鏡画像をX線画像データ、及び内視鏡画像データとして、キャプチャー部102にて受信
し、キャプチャー部102は、受信したそれぞれの画像データをファイル形式に変換した後
、画像メモリ部103を介して出力画像生成部104に送信する。出力画像生成部104は、受信
したX線画像データファイル、及び内視鏡画像データファイルを用いて所望の表示画像デ
ータを生成し画像表示装置105に表示する。
【００１５】
　また、画像メモリ部103に取り込まれたファイル形式に変換されたそれぞれの画像デー
タは記憶装置107に保存される。出力画像生成部104は画像メモリ部103から送信された画
像データのみではなく、記憶装置107に保存された画像データを用いて所望の表示画像デ
ータを生成し画像表示装置105に表示することも可能である。これら各構成要素は制御部1
06によって制御され、操作者は操作卓108を用いて制御部106に指令を行なうことが可能で
ある。
【００１６】
　次に、図1に示している各構成要素について説明する。X線透視撮影装置109は、被検体
にX線を照射し、被検体を透過した透過X線を用いてX線画像を取得する装置である。X線透
視撮影装置109は、被検体にX線を照射するX線発生部と、X線発生部に電力供給を行なう高
電圧発生部と、X線発生部に対向する位置に配置され、被検体を透過したX線を検出するX
線検出器と、から構成される。X線発生部は、高電圧発生部から電力供給を受けてX線を発
生させるX線管球を有する。また、X線検出器は、例えば、X線を検出する複数の検出素子
が二次元アレイ状に配置されて構成される。
【００１７】
　内視鏡110は、先端に小型レンズをつけた細い管を被検体の内部に差し入れて可視光に
て撮影し内視鏡画像を取得する装置である。
【００１８】
　キャプチャー部102は、各種医用画像撮影装置に対応した複数の画像データ入力部を備
えている。本実施形態では、X線透視撮影装置109、及び内視鏡110によって取得したX線画
像、及び内視鏡画像をX線画像データ、及び内視鏡画像データとして、前記画像データ入
力部に入力し、入力したそれぞれの画像データをファイル形式に変換する。この際、キャ
プチャー部102は、変換した画像データファイルが、どの医用画像撮影装置によって取得
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した画像データを用いたかの情報を付加する。入力した画像データに対し該画像データに
対応した医用画像撮影装置情報を付加した画像データファイルは、画像メモリ部103、又
は記憶装置107、又はその双方に送信される。
【００１９】
　画像メモリ部103は、キャプチャー部102より送信されてきた画像データファイルを一時
的に保存する。画像メモリ部103に保存された画像データファイルは出力画像生成部104に
送信される。これに対し、記憶装置107は、HDD等によって構成されキャプチャー部102よ
り送信されてきた画像データファイルを保存し、操作者の要望により必要に応じて保存さ
れた画像データファイルを出力画像生成部104に送信する。
【００２０】
　出力画像生成部104は、画像メモリ部103、又は記憶装置107より医用画像撮影装置情報
を付加した複数の画像データファイルを受信し、該受信した画像データファイルに基づい
て所望の表示画像データを生成し画像表示装置105に表示する。
【００２１】
　操作卓108は、キーボード、マウス等により構成され、操作者は操作卓108を用いて各構
成要素を制御する制御部106に対し指令を行なう。
【００２２】
　次に、図2を用いて特に出力画像生成部104の詳細について説明する。図2は、本発明の
医用画像表示装置101のブロック図である。
【００２３】
　出力画像生成部104は、レイアウト調整部201、色調整領域設定部202、色調整部203とか
ら構成されている。
【００２４】
　レイアウト調整部201は、キャプチャー部102、及び画像メモリ部103を介して受信したX
線透視撮影装置109、及び内視鏡110によるX線画像、及び内視鏡画像を同一の画像表示装
置105に表示するための表示サイズと表示位置を設定する。また、上記でも述べたように
、レイアウト調整部201は、画像メモリ部103から送信された画像データのみではなく、記
憶装置107に保存された画像データを用いることも可能であるため、一度記憶装置107に保
存されたX線透視撮影装置109、及び内視鏡110によるX線画像、及び内視鏡画像を同一の画
像表示装置105に表示するための表示サイズと表示位置を設定することが可能である。記
憶装置107に保存された画像データは、画像メモリ部103を介してレイアウト調整部201に
送信される。
【００２５】
　色調整領域設定部202は、キャプチャー部102によって付加された医用画像撮影装置情報
に基づいて、画像表示装置105に表示される複数の表示画像のうち個別の色調整を可能と
させる表示画像を設定する。該設定に関し、色調整領域設定部202は、予め登録してある
図3に示す医用撮影装置表示色対応表301を参照して行なわれる。図3に示す医用撮影装置
表示色対応表301は、各医用画像撮影装置によって取得した画像を画像表示装置105に表示
する際に個別の色調整を可能とするか否かを設定している。
【００２６】
　本実施形態では、X線透視撮影装置109は個別の色調整を不可能に設定し、内視鏡110は
個別の色調整は可能に設定している。これは一般に、X線透視撮影装置で取得した画像は
表示装置に表示する際モノクロで表示され、内視鏡で取得した画像はカラーで表示される
為である。また、X線CT装置、MRI装置等はモノクロ画像、カラー画像のいずれの場合もあ
る為、色調整領域設定部202は、操作者の要求に応じて個別の色調整を可能とするか否か
を設定する手段を備えている。操作者は、該設定に際し、操作卓108を用いて制御部106を
介して色調整領域設定部202に指令を行なう。
【００２７】
　色調整部203は、色調整領域設定部202にて個別の色調整を可能とした表示画像に対し、
操作者の要求に応じて個別の色調整を行ない画像表示装置105に表示する。
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【００２８】
　図4に、本実施形態における画像表示装置105の画面表示の一例を示す。
【００２９】
　図4(a)には、内視鏡110によって取得されたカラー表示による内視鏡画像401が画像表示
装置105の画面表示領域一杯に表示され、X線透視撮影装置109によって取得されたモノク
ロ表示によるX線画像402は、該画面表示領域内の左下に表示されている。また、該画面表
示領域内の右下には操作者によって個別の色調整を可能とする色調整バー403が表示され
ている。色調整バー403は赤(R)緑(G)青(B)の単色毎に輝度の増減を調整するものである。
【００３０】
　色調整バー403は各単色に対応したスライダー404を備え、このスライダー404を上下さ
せることで前記増減を可能としている。また、スライダー404の操作は、操作者によって
操作卓108を用いて行なわれる。色調整バー403による色調整は、色調整領域設定部202に
て個別の色調整を可能とした表示画像、ここでは内視鏡画像401にのみ反映され、色調整
領域設定部202にて個別の色調整を不可能とした表示画像、ここではX線画像402には反映
されない。これにより、例えば操作者が、画像表示装置105に表示された内視鏡画像401に
対し、もう少し赤色を強調したいと思った場合は、色調整バー403の赤色に対応するスラ
イダー404を画面上方向にスライドすることで可能であり、この際、色調整バー403による
色調整はモノクロで表示しているX線画像402には反映されないため、X線画像402の中間階
調で表示されている表示領域等が赤みを帯びることはない。
【００３１】
　図4(b)には、X線透視撮影装置109によって取得されたモノクロ表示によるX線画像402が
画像表示装置105の画面表示領域一杯に表示され、内視鏡110によって取得されたカラー表
示による内視鏡画像401は、該画面表示領域内の左下に表示されている。また、該画面表
示領域内の右下には図4(a)と同様に色調整バー403が表示されている。図4(b)では、色調
整バー403はX線画像402の表示領域内に表示されているが、色調整バー403によって色調整
が可能なのは、あくまで色調整領域設定部202にて個別の色調整を可能とした表示画像で
ある。
【００３２】
　本実施形態では、色調整バー403による色調整は、色調整領域設定部202にて個別の色調
整を可能とした内視鏡画像401のみに反映される。ここで、図4(a)における内視鏡画像401
を親画面、該親画面の表示領域内に重畳表示をしているX線画像402を子画面とすると、操
作者は、操作卓108を用いてレイアウト調整部201によって図4(a)の表示レイアウトから親
画面と子画面を入れ替えて表示させた図4(b)の表示レイアウトに変更することが可能であ
り、また、子画面の位置を例えば、親画面の左下から左上等に変更することも可能である
。この際、色調整バー403の表示位置を該変更に依存することなく同一の位置に表示して
おくことで、操作者は、各種レイアウトを変更した場合であっても常に色調整バー403の
表示位置が同一であるため、色調整バー403が画像表示装置105の画面表示領域のどの位置
に表示させているか、その都度、把握する必要がなく、また、操作の上でも利便性が向上
される。
【００３３】
　例えば、図4(b)の表示レイアウトにおいて、子画面の表示位置の変更を操作卓108のキ
ーボードを用いて、色調整バー403のスライダー404の操作を操作卓108のマウスを用いて
行なう際、子画面が重畳表示されている部分の親画面の画像を確認等で、頻繁に子画面の
表示位置を変え、さらに、移動した子画面の色調整を行いたい場合、子画面の移動に伴い
、色調整バー403の表示位置が移動しないため、操作者は少ないマウスの移動操作のみで
色調整を行なうことができる。
【００３４】
　本実施形態では、表示レイアウトの変更に依存することなく色調整バー403を同一の位
置に表示させているが、色調整領域設定部202にて個別の色調整を可能とした表示領域内
に色調整バー403を表示することも可能であることは言うまでもない。図4(b)の場合、子
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画面の表示領域内に色調整バー403を表示させ、子画面の移動と共に色調整バー403も移動
する。この場合、操作者は、子画面の移動に際し色調整バー403の位置も移動するため、
子画面の移動に伴い色調整バー403の表示位置が移動しないとした上記構成に対し、マウ
ス操作が煩瑣であるが、色調整バー403による色調整が反映される表示画像がどの表示画
像なのかを把握することが容易となる。
【００３５】
　また、図4に示す色調整バー403は、色調整バー403は赤(R)緑(G)青(B)の単色毎に輝度の
増減を調整するものであるが、これに限らず図5に示すように色相を調整する色相調整バ
ー501を用いてもよい。図5に示す色相調整バー501は、スライダー502を左にスライドさせ
ると赤みを増し、右にスライドさせると青みを増す。
【００３６】
　以上より、本発明の医用画像表示装置101は、カラーで表示している内視鏡画像401及び
モノクロで表示しているX線画像402を同一の画像表示装置105に表示した際でも、モノク
ロで表示しているX線画像402に影響を与えることなく、内視鏡画像401のみに対し操作者
による個別の色調整が可能である。また、色調整バー403の表示位置を、カラーで表示し
ている内視鏡画像401の表示位置の変更に依存することなく同一の位置に表示しておくこ
とで操作性が向上される。
【００３７】
　本発明の医用画像表示装置101はこれに限定されることはない。
【００３８】
　例えば、図6に示すように、内視鏡110によって取得されたカラー表示による複数の内視
鏡画像601乃至603と、X線透視撮影装置109によって取得されたモノクロ表示によるX線画
像604が、同一の画像表示装置105に表示した際、一つの色調整バー605によって内視鏡画
像601乃至603の色調整を行なえるようにしてもよい。このように複数の画像を一度に表示
する場合は、連続して撮影された画像である場合が多く、これら複数の画像で共通して色
調整を行いたい場合に有効である。また、特に図示しないが、これらカラー表示による複
数の内視鏡画像のうち、特定の画像のみ色調整バー605による色調整を行なえないように
色調整解除手段をそれぞれの画像毎に備えてもいい。これにより、複数の画像において一
度大まかな色調整をした後、前記色調整解除手段を用いて1枚ずつ色の微調整を行なうこ
とができる。
【００３９】
　このように、同一の医用画像撮影装置で撮影したカラー表示による異なる複数の画像に
対し、一つの色調整バー605によって色調整を行なえることで操作者の利便性が向上する
。
【００４０】
　また、図7に示すように、図6で表示した内視鏡画像601乃至603、及びX線画像604に加え
、X線CT装置によって取得され医用撮影装置表示色対応表301にて個別の色調整を可能と設
定したカラー表示によるX線CT画像701が同一の画像表示装置105に表示した際、内視鏡画
像601乃至603の色調整を行なう色調整バー605に加え、X線CT画像701の色調整を行なう色
調整バー702を備えてもよい。
【００４１】
　これにより、異なる種類の医用画像撮影装置で撮影したカラー表示による画像を同一の
画像表示装置105に表示した際でも、各医用画像撮影装置で撮影した画像ごとに適した色
調整を個別に行なうことができる。
【符号の説明】
【００４２】
　101　医用画像表示装置、102　キャプチャー部、103　画像メモリ部、104　出力画像生
成部、105　画像表示装置、106　制御部、107　記憶装置、108　操作卓、109　X線透視撮
影装置、110　内視鏡、201　レイアウト調整部、202　色調整領域設定部、203　色調整部
、301　医用撮影装置表示色対応表、401，601，602，603　内視鏡画像、402，604　X線画
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像、403，605，702　色調整バー、404，502　スライダー、501　色相調整バー、701　X線
CT画像

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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